
東三河都市計画地区計画の決定（ 新城市決定）  

都市計画富岡東門沢地区計画を次のよ う に決定する 。  

名     称 富岡東門沢地区計画 

位     置 新城市富岡字東門沢の一部 

面     積 約0. 9ha 

地区計画の目標 

本地区は、 本市の市街化調整区域の南部に位置し 、 里山集落が広が

っている 。 近隣には工業専用地域がある と と も に、 既存の木材加工・

流通施設に近接し 、 本市南部の産業拠点を形成し ている 。 ま た、 市域

を縦断し 、 他市と も つながる 国道 301 号に近接する と と も に、 東名高

速道路豊橋新城ス マート I C（ 仮称） 予定地から のアク セス も 良好な交

通利便性の高い地域である 。  

そこ で本計画は、 周辺の自然環境・ 住環境と 調和し 、 本市の更なる

産業活性化を担う 、 新たな産業用地の形成を図る こ と を目標と する 。  
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土地利用の方針 
本地区は、 周辺の自然環境・ 住環境に配慮し ながら 、 交通利便性を

活かし た良好な産業用地と し て、 適正かつ合理的な土地利用を図る 。  

建築物等の 整備

の方針 

周辺の自然環境と 調和の図ら れた良好な工業地の形成及び維持を図

る ため、 建築物等の用途の制限、 建築物の敷地面積の最低限度、 壁面

の位置の制限、 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、 垣又は

柵の構造の制限を定める 。  
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建築物等の用途

の制限 

次に掲げる 建築物以外は、 建築し てはなら ない。  

１  工場（ 日本標準産業分類に掲げる 大分類Ｅ ―製造業のう ち、  

1213木材チッ プ製造業に属する も の） 。 ただし 、 次に掲げる も のを

除く 。  

ア 建築基準法（ 昭和25年法律第201号。 以下「 法」 と いう 。 ） 別表

第２ （ る ） 項第１ 号に掲げる 事業を営む工場 

イ  法別表第２ （ る ） 項第２ 号に掲げる も の 

ウ  産業廃棄物処理業の用に供する も の 

２  次に揚げる 木材を燃料と する 発電の用に供する も の（ 産業廃棄物

処理業の用に供する も のを除く 。 ）  

 ア 間伐材 

 イ  木材の加工時等に発生する 端材、 おがく ず、 樹皮等の製材等残   

   材 

 ウ  剪定枝及び伐採木（ 竹を含む）  

３  前２ 号の建築物に附属する も の 

建築物の敷地面

積の最低限度 
1, 000㎡ 

壁面の位置の制

限 

壁面の位置の制限は、 次のと おり と する 。 ただし 、 軒の高さ ３ ｍ以

下の守衛所又はこ れに類する 用途に供する 建築物は除く 。  

１  道路境界線から 建築物の外壁又はこ れに代わる 柱の面（ 以下「 外

壁等」 と いう 。） までの距離は４ ｍ以上と する 。  

２  隣地境界線から 外壁等ま での距離は１ ｍ以上と する 。  

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

建築物の形態及び色彩は、 原則と し て原色や装飾を避け、 周辺環境

と 調和し たも のと する 。  

垣又は柵の構造

の制限 

道路に面する 側の垣又は柵の構造は、次のいずれかに掲げる も のと

する 。  

１ ． 生垣 

２ ． メ ッ シュ フェ ンス 、 鉄柵、 その他こ れら に類する も の 

「 区域は、 計画図表示のと おり 」   


